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肥
前
多
久

『御
屋
形
日
記
』
の
中
の
石
炭
記
事
（
二
）

細

川

章

前
回

「
御
屋
形
日
記
」
宝
暦
元
年

二

七
五

一
)
の
項
の
石
炭
に
関
る
記
事
を
、

初
見
の
も
の
と
し
て
紹
介
し
た
の
で
、
今
回
も
引
続
き
同
資
料
中
の
其
後
の
記
載

を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
と
思

い
、
以
後
を
繰

っ
て
み
た
が
、
天
明
八
年

(
一
七
八

八
)
に
到
る
ま
で
関
連
の
記
録
を
見
出
す

こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
大
巾

に
年
代
を
下
る
が
、
こ
の
天
明
八
年
十

一
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
の
二
つ
の

「
奉
願

口
上
覚
」
を
中
心
に
、
採
掘
願
に
対
す
る

「
見
分
」

・

「
吟
味
」
等
の
史

料
を
紹
介
し
て
み
た
い
と
思
う
。

前
回
の
宝
暦
元
年
十
月
廿
三
日
の
も
の
を
ω
、
十

一
月
十
七
日
の
も
の
を
②
と

し
、
番
号
を
今
回
の
史
料
に
も
続
け
て
、
③
か
ら
の
番
号
を
付
す
こ
と
に
す
る
。

④別
紙
願
之
場
所
見
分
仕
候
処
、
先
年
堀
方
被
差
免
候
場
所
近
年
崩
込
相
成
居
、
右

東
脇

二
今
又
新
堀
方
被
差
免
被
下
候
様
被
相
願
候
、
前
方
堀
焼
仕
候
而
も
田
畑
之

差
支

二
相
成
候
場
所
共
相
見
不
申
候
、
然
者
相
応
之
御
運
上
ホ
被
相
掛
、
堀
方
被

差
免
候
而
茂
差
立
支
所
有
御
座
間
布
候
、
尤
炭
出
方
之
儀
多
者
有
御
座
間
布
旗
占

見
分
相
調
申
候
己
上

申
十
二
月
十

一
日

諸
田
・
十
郎
右
衛
門

木
下

嘉

兵

衛

米
原

与

三

兵

衛

③

奉
願

口
上
覚

私
居
屋
敷
付
請
山
内
今
先
年
石
炭
見
当
り
候
故
堀
方
之
儀
奉
願
、
御
見
分
之
上
支

所
無
御
座
を
以
堀
方
被
差
免
候
付
、
御
運
上
相
納
両
三
年
者
出
方
茂
相
応
一有
之
候

総
)

処
、
夏
雨
洪
水
之
瑚
大
総
之
崩
込
相
成
、
何
分

二
茂
右
凌
方
不
及
力
参
掛

二
付
、

先
以
無
是
非
湊
方
相
止
メ
御
運
上
之
儀
も
被
差
免
置
候
、
併
今
程
薪
払
底
二
付
石

(値
)

炭
直
段
茂
宜
相
成
候
付
、
最
前
堀
方
之
節
過
分
之
手
間
費
相
成
甚
以
及
迷
惑
罷
在

候
者
共
、
今
又
右
古
本
り
口
竣
上
之
儀
杯
立
、
先
頃
已
来
数
十
日
相
部
り
目
論
見

相
違
何
之
外
岩
堅
ク
有
之
存
外

二
手
間
入
之
末
、
石
二
本
り
付
申
候
、
依
之
今
又

御
見
分
之
上
、
前
方
比
寛
を
以
相
応
之
御
運
上
相
納
、
先
年
之
通
堀
方
被
差
免
被

下
候
様
深
重
奉
願
儀

二
御
座
候
已
上

申
十

一
月
廿
三
日

西
岡

八
郎
兵
衛

⑤

奉
願
口
上
覚

四
下
村
之
儀
、
地
道
請
山
ナ
所
持
不
仕
、
至
而
薪
難
儀
仕
儀

二
御
座
候
、
近
辺
薪

山
赤
所
望
買
仕
候
義
も
、

一鉢

木
払
底
付
而

ハ
誠
何
茂
極
難
之
参
懸
御
座
候
、
右

付
而

ハ
請
野
之
内
四
下
平
西
寄
石
炭
之
面
相
見
申
候
、
断
然
之
通
薪
難
儀
之
参
兼

付
而

ハ
、
右
石
炭
を
堀
焼
、
村
中
之
薪
用

二
何
も
申
談
奉
願
義
御
座
候
条
、
御
見

分
之
上
御
支
所
無
御
座
候
ハ
・
、
相
応
之
御
運
上
ホ

被
相
掛
、
堀
方
被
差
免
被
下

候
様
筋
々
宜
被

仰
調
可

被
下

候
己
上

十

}
月

十
四

日

四

下

村

中

諸
田

十
郎
右
衛
門

殿

中
尾

甚

左

衛

門

殿

米
倉

勘
左
衛
門

殿



⑧

(礎
)

別
紙
願
之
場
所
見
分
仕
候
処
、
四
下
村
請

野
之
内
四
下
平
西
之
寄
締
之
小
谷
御
座

候
処
石
炭
之
面
相
見
居
申
候
、
右
場
所
草

か
し
き
相
立
候
場
所

二
而
無
之
、
掬
又

左
右
田
畑
赤
之
支

二
相
成
候
場
所

二
而
も

無
御
座
候
、
然
者
村
中
薪
用

二
堀
焼
仕

度
由

、
相
願
儀
御
座

候
得
者
、
相
応
之
御
運
上
沐
被
相
懸
本
り
焼
被
差
免
候
而
も

支
所
有
御
座
間
布
敦
』

見
分
相
調
申
候
已
上

十
二
月
廿
八
日

米
原

与

三

兵

衛

木
下

嘉

兵

衛

諸
田

十
郎
右

エ
門

ω

口
達
覚

一
四
下
平
分
石
炭
場
、
去
々
年
放
依
願
御
運
上
百
目

二
〆
堀
方
被
差
免
置
候
処
、

石
炭
出
方
茂
存
外

二
有
之
候
由
・
然
壷

躰

薪
払
唇

一付
而

ハ
・
石
炭
売
方
齢
)

(恨
)

段
高
直

二
相
成
年
分

二
者
過
分
之
石
炭
堀
焼
仕
趣

二
御
座
候
得
者
、
是
又
地
来

之
上
、
御
運
上
百
匁
被
相
増
、
都
合
弐

百
匁

二
辻
之
被
相
懸
方

二
而
者
有
御
座

間
敷

敦
5
奉
存
候
事

右
彼
是
見
分
之
次
第
御
達
仕
候
、
猶
又
宜
被
懸
御
吟
味
奉
存
候
已
上

申
十
二
月
廿
三
日

米
原

与

三

兵

衛

木
下

嘉

兵

衛

諸
田

十

郎
右
衛
門

⑧

伺
覚

一
四
下
村
野
請
之
内
石
炭
場
、
去
～
年
分
依
願
堀
焼
被
差
免
置
候
、
右
御
運
上
之

へ値
)

儀
銭
百
匁

ツ
・
相
納
候
通
被
仰
付
置
候
得
共
、
石
炭
出
方
之
儀
多
有
之
、
直
方

・赤

も
宜
御
座
候
由
、
役

～
分
相
達
候
得
者
、
是
又
当
暮
分
弐
百
匁
ツ
、
相
納
候

通
被
仰
付
玖

右
之
通
御
吟
味
仕
候
、
如
何
可
被
仰
付
哉
請
御
意
候
以
上

申
十
二
月

右
伺
之
通
被
仰
出
候
事

吟
味
覚

一
西
岡
八
郎
兵
衛
全
居
屋
敷
付
請
山
之
内
、
石
炭
堀
方
之
儀
別
紙
之
通
相
願
候
付
、

見
分
之
儀
役
～
相
達
候
処
、
前
方
茂
堀
方
被
差
免
場
所

二
而
、
田
畑
之
支
亦
茂

差
立
無
御
座
場
所
之
由
見
分
書
之
通
御
座
候
得
者
、
願
之
通
堀
焼
被
差
免
、
御

運
上
者
銭
八
十
匁
ツ
・
相
納
候
通
可
被
仰
付

豚

⑳一
四
下
村
分
野
請
之
内
石
炭
炭
堀
焼
之
儀
別
紙
之
通
村
中
分
相
願
、
日馬
又
役
≧
見

分
仕
候
処
、
四
下
平
繰
之
小
谷
内
石
炭
出
方
相
見
、
左
右
田
畑
之
支

二
相
成
候

場
所
無
御
座
由
、
見
分
書
之
通
御
座
候
得
者
願
之
通
被
差
免
、
御
運
上
之
儀
者

出
方
も
多
相
見
候
由
付
而
者
銭
百
目
ッ
・
相
納
候
通
可
被
仰
付
快

右
之
通
吟
味
仕
候
、
如
何
可
被
仰
付
哉
請
御
意
候
以
上

酉

(寛
政
元
年
)
十

二
月

右
伺
之
通
被
仰
出
候
事

以
上
③
か
ら
⑲
ま
で
ハ
点
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
③
、
⑤
は
そ
れ
ぞ
れ
に
石
炭

掘
採
の
願
出
で
あ
る
。
③
の
西
岡
八
郎
兵
衛
は
、
三
年
程
前
に
差
免
さ
れ
て
い
た

が
夏
雨
の
洪
水
が
崩
込
ん
で
、

一
時
中
止
し
て
い
た
の
を
、
石
炭
価
格
が
高
く
な

っ
た
た
め
再
び
作
業
を
開
始
し
た
い
と
申
出
て
い
る
。
こ
の
申
告
を
受
け
た
米
倉

勘
左
衛
門
は
、
天
明
八
年
の

「
御
小
物
成
役
所
控
」
に
よ
る
と
、

「
申

(
天
明
八

年
)
九
月
朔
日
御
改
正
」
に
よ
り
、

「御
山
方
、
御
猟
方
、
櫨
方
兼
而
中
役
」
仰



付

け

ら

れ

て
居

り

、

「
手

元

御

目

附

」

と

し

て
米

原

与

三
兵

衛

、

「
御

山
方

、

取

納

方

、

本
帳

方

、

御

猟

方

、

櫨

方

兼

而

諸

田

十

郎
右

衛

門

」

、

「
植

木

方

、

御

猟

方

、

櫨

方

兼

而

木
下

嘉

兵

衛

」

、

「
御
蔵

方

、

本
帳

方

、

御

猟

方

、

櫨

方

兼

(甚
㌧

而

中

尾

神

左

衛

門

」

、
等

の
名

も

見
出

さ

れ

る
。

こ

れ

ら

の
者

は
そ

れ

ぞ

れ

の

申

告

に

対

し
て

、

見

分

、

吟

味

の
報

告

を

提

出

し

て

居

り
、

こ
れ

ら

を

御

役

目

の

上

で
統

括

す

る

人

は

「
御

小

物

成

方

、

御

山
方

、
神

領

方

頭

人

(
多

久
)

内

蔵

介

殿

」

で

あ

る

。

ま

だ

石

炭

方

は
居

な

い
よ

う

で

あ

る

。

西

岡

八

郎

兵

衛

に

つ

い
て

は

、

「
多

久

家
文

書
」

の
中

の

「
弘

化

三

年

午

八
月

諸
村
難

鵬

方
名
寄
帳
」
に
よ
る
と
、
小
侍
村
の
項
に

「
身
上

五
石
地
方

一
田
七
段
四
畝
拾
九
分
小
之
半

地
米
五
石

西
岡

九
兵
衛

」

と

い
う
の
が
あ
り
、
同
じ
く

「
多
久
家
文
書
」
の
中
の

「
多
久
諸
家
系

図
」
全
七

冊

の
中
の
巻
之
三
に
よ
る
と
、
西
岡
家

は
九
兵
衛
を
名
乗
る
者
が
多
く
、

一
人
だ

け

〃
信
連
〃

と
い
う
人
が
八
郎
兵
衛
を
称

し
て
居
り
、
文
化
九
年
に

「
八
郎
兵
衛
」

Z

と

署

名

し

て

系

譜

の
報

告

を

し

て

い

る

が

、

こ

の

人

で

あ
ろ

う

か

。

ま

た

彼

の
地

方

で

あ

る

小

侍

村

は

現

在

の

大

字

小

侍

で

、

つ

い
先

頃

ま

で
大

小

の
坑

山

が

盛

大

で
あ

っ
た
場

所

で

あ

る

。

ま

た

、

⑤

、
⑧

、

⑦

、

⑧

、

⑩

の

四

下
村

を

み

て
も

御

運

上

を

去

気

年

か

ら
納

め

て

居

り

、

此

の

年

(
天

明

八

年

)

始

め

て

の
採

掘

で

は

な

い
。

大

体

田

畑

の
作

柄

も

悪

い
土

地

で

、

資

料

⑤

に

も

あ

る

よ

う

に
山

が

な

い

。

そ

こ

で
早

く

か

ら

石

炭

に
目

を
付

け

て

い

る

。

今

日

で

も

四
下

地

区

の
老

人
達

は

「
お

地

蔵

さ

ん
と

観

音

さ

ん

以

外

は
皆

坑

山

(
や
ま

)

に

入

っ
た

」

と

云

っ
て

い

る
。

掘

ら
れ

た

石

炭

は

焼

炭

に

さ

れ

、

自

家

用

だ

け

で

な

く

売

ら

れ

て

い
る

よ
う

で
あ

る
。

こ

こ

で

気

付

く

の

は

、

発

見

の
動

機

が

、

一
部

分

が

地
表

に
露

出

し

て

所

在

し

て

い

た

と

い
う

こ

と

で

あ

る

。

こ
れ

は

「
地

の
皮

一
枚

め

く

れ

ば

石
炭

(
す

み

)

が

あ

る
」

と

い

っ
た

此

の
土

地

の
言

葉

と

な

っ
て

、
此

頃

ま

で
僅

か

な

人

数

で

の

採
掘
を
可
能

に
し
た
所
以
で
も
あ
る
。
亦
、
此
の
段
階
で
の
使
途
が
ま
だ
薪
炭
の

代
用
で
あ
っ
た
こ
と
も
当
時
の
石
炭

の
需
要

の
規
模
を
示
し
て
い
る
と
思
う
。
そ

の
上
当
時

の
技
術
の
禾
熟
さ
は
、
水
竣
え
に
屈
し
、
堅
岩
に
手
間
ど

っ
て
い
る
。

こ
の
事
情
は
明
治
期
に
入
る
ま
で
続
く
の
で
あ
る
。

以
上
で
詳
細
な
解
説
は
差
控
え
た
い
と
思
う
。
願
出

一
件
に
つ
い
て
、
多
久
の

邑
治
所
で
こ
れ
を
見
分
し
吟
味
し
差
免
る
す
経
緯
は
、
資
料
を
並
べ
る
だ
け
で
充

分
で
あ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

尚
、
掲
げ
た
資
料
が
い
つ
れ
も
運
上
に
関
わ
る
も
の
な
の
で
、

「
御
小
物
成
役

所
控
」
に
も
同

一
の
も
の
が
見
ら
れ
た
の
で
、
参
考
の
た
め
こ
の
後
に
付
記
し
て

お
き
た
い
と
思
う
。

「
御
小
物
成
役
所
控

(
天
明
八
年
分
)
」
よ
り
抜
粋

吟
味
覚

一
西
岡
八
郎
兵
衛
♪
居
や
し
き
付
請
山
之
内
石
炭
堀
方
之
義
、
別
紙
之
通
相
願
候

末
、
見
分
之
儀
役

≧
相
達
候
処
、
前
方
も
被
差
免
候
場
所

二
て
、
田
畑
之
支
亦

も
差
立
無
御
座
場
所
之
由
見
分
出
候
通

二
御
座
候
へ
者
、
願
之
通
堀
焼
被
差
免
、

御
運
上
之
義
者
銭

八
十
匁
ツ
・
相
納
候
通
可
被
仰
付
旅

四
下
村
全
野
請
之
内
、
石
炭
堀
焼
之
義
別
紙
之
通
相
願
、
是
又
役
≧
見
分
仕
候

処
・
四
下
平
　
小

谷
内
石
炭
出
方
相
見
・
左
右
田
畑
之
支

二
相
成
候
場
所

二
て

無
御
座
由
、
右
見
分
書
之
通
御
座
候
へ
者
願
之
通
被
差
免
、
御
運
上
之
義
者
出

方
多
ク
相
見
候
之
由

二
付
而

ハ
、
銭
百
目
ツ
・
相
納
候
通
可
被
仰
付
旅

右
之
通
吟
味
仕
候
、
如
何
被
仰
付
哉
請
御
意
候
以
上

申
十

二
月

伺
覚

一
四
下
村
野
請
之
内
去
　

年
　
依
願
堀
焼
被
差
免
置
候
、
右
御
運
上
之
義
銭
百
目

ツ
・
相
納
候
通
被
仰
付
置
候

へ
共
、
石
炭
出
方
之
義
も
多
有
之
、
直
段
　
も
宜



御
座
候
由
役

～
ひ
相
達
候
得
者
、
是
又
百
目
被
為
増
当
暮
ぷ
弐
百
匁

ツ
～
相
納

候
通
可
被
仰
付
玖

右
之
通
吟
味
仕
候
、
如
何
可
被
仰
付
哉
請
御
意
候
以
上

申
十
二
月

貴
札
致
初
見
候
、
西
岡
八
郎
兵
衛
ダ
居

や
し
き
付
請
山
之
内
石
炭
堀
方
、
掬
又

四
下
村
る
野
請
之
内
石
炭
堀
方

之
義
、

筋

～
願
書
差
出
候
付
而
別
紙
御
書
越

之
通
被
遂
御
吟
味
候
由

一
松
瀬
山
之
内
赤
石
場
、
且
四
下
村
野
請

之
内
石
炭
場
、
依
頼
差
免
被
置
候
、
右

両
所
御
運
上
増
方
之
義
別
紙
御
書
越
之
通
被
遂
御
吟
味
候

右
彼
是
承
知
之
達
御
殖
候
処
御
吟
味

之
通
被
仰
出
候
恐
憧
謹
言

申
十
二
月

中
西

源
兵
衛

梶
原

嘉
兵
衛

多
久
内
蔵
介

様

此
処
に
改
め
て
登
場
す
る
中
西
源
兵
衛

、
梶
原
嘉
兵
衛
は
、

「
御
屋
形
日
記
」

に
よ
れ
ば

「大
目
附
兼
而
梶
原
嘉
兵
衛
」

「
御
勝
手
方
心
遣
兼
而
中
西
源
兵
衛
」

で
あ
る
。

、

(八
三
頁
よ
り
)

大
正
五
年
七
月
六
日

唐
津
石
炭
産
出
高

六
月
中
唐
津
各
炭
山

の
産
出
額
は
六
八
、
〇
九
二
ト
ン
に
し
て
、
之
を
五

月
中

の
六
七
、
九
九
〇
ト
ン
に
比
す
れ
ば

一
〇
二
ト
ン
の
増
加
な
り
。

五
月

は
日
数

に
於
て
六
月
よ
り

一
日
の
差
あ
る
に
拘
ら
ず
格
別
の
増
減
な
き
よ
り

見
れ
ば
、
各
坑
と
も
浸
水
杯
の
災
害
な
か
り
し
を
詮
明
す
る
も

の
と
云
ふ
べ

し
。

大
正
三
年
七
月
九
日

検
事
局
押
送

△
佐
賀
郡
川
上
村
川
上
生
れ
杵
島
郡
北
方
村
志
久
杵
島
炭
坑

中
野
佐
吉

(=
=

)
は
治
安
警
察
法
違
反
に
て

…
…
…

昨
日
検
事
局
送
り
と
な
る
。

大
正
三
年
七
月
十
日

坑
夫
の
変
死

東
松
浦
郡
北
波
多
村
大
字
岸
山
芳
谷
炭
坑
納
屋
坑
夫

木
崎
リ
エ
（
一九
)

は
去
る
七
日
午
後
五
時
半
頃

、
採
炭
事
業

に
従
事
中
、
不
図
坑
壁
墜
落
し
頭

部
を
破
砕
し
直
に
医
師

の
治
療
を
受
け
た
る
も
遂
に
死
亡
せ
り
。

大
正
三
年
七
月
十

一
日

石
炭
試
掘
出
願

佐
賀
郡
川
上
村
久
留
間
よ
り
小
城
郡
三
日
月
村
に
亘
り
石
炭
鉱
脈
あ
る
見

込

に
て
、
先
般
来
数
件
の
試
掘
願
を
本
県
庁

へ
提
出
せ
し
者
あ
り
と
。

大
正
三
年
七
月
十
三
日

採
掘
許
可

東
松
浦
郡
唐
津
町
田
代
政
平
氏
の
出
願
に
係
る
小
城
郡
北
多
久
村
石
炭
鉱

一
四
五
、
四
〇
〇
坪
の
採
掘
鉱
区
増
加
願
は
許
可
さ
れ
た
り
。

二

二

五
頁

へ
つ
づ

く

)


